
発行： くらしの安心ネットとやま (事務局：富山県消費生活センター )  

        ご相談は… TEL：０７６－４３２－９２３３ (消費生活相談)  FAX：０７６－４３１－２６３１ 

                          ０７６－４３３－３２５２ (消費者金融・多重債務相談) 

                高岡支所 ０７６６－２５－２７７７ (消費生活相談、消費者金融・多重債務相談) 

                     FAX：０７６６－２５－２８９０ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   ◆ 相談内容 ◆                    【相談者 40 代 男性】 

 昨日、知らない業者から「あなたが以前に契約した会員登録が残っており、

未納料金がある。退会手続きのために連絡をするように。連絡がない場合は

不正登録者として弁護士から高額請求する。」との内容の封書が届きました。 

 そういえば、約 10 年前に別の業者と会員契約をして英語教材を購入したこ

とがあります。どうしたらよいでしょうか…。 

● 対処方法 ●  
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知らない業者から「以前の会員登録が残ってお

り未納料金がある。連絡するように」との内容

の封書が届いたのですが…。 

この相談のように、以前に会員サービスなどを契約した業者とは違う 

業者から、「退会されていない」「未納料金がある」など請求に関する書

面が送付されたという相談が寄せられています。このような請求につい

ては、以前契約した時の個人情報が出回っていると考えられます。 

・ 相談者には、身に覚えがなければ請求に応じないこと、また、連絡を

すると新たな契約を迫られるなどの二次被害につながる可能性があ

るので、連絡をとらないで様子をみるよう助言しました。 

・ 今後、業者から何らかのアクションがあった時のために、請求の封書

などは保管しておきましょう。また、執拗な請求や脅迫など悪質な請

求を受けた場合は、すぐに警察に届け出てください。 

・ 不安になったら、一人で悩まないで、早めに身近な人や市町村窓口、

消費生活センターにご相談ください。 

退会されて

いません。

連絡を! 


